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議案第７４号 

   南房総市立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 南房総市立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  令和７年１１月２５日提出 

南房総市長  石 井    裕   

 

   南房総市立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 南房総市立公園の設置及び管理に関する条例（平成１８年南房総市条例第１９３号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中 

「                                      

                                   」   

「                                   

                                    に改める。 

                                   」 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

野島崎公園 南房総市白浜町白浜６２３番地１地内 

へぐり伊予ヶ岳公園 南房総市平久里中２２４番地４ 

野島崎公園 南房総市白浜町白浜６２３番地１地内 
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議案第７４号  南房総市立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
 新旧対照表                               （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条  （略） 

 

 （名称及び位置） 

第２条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

へぐり伊予ヶ岳公園 南房総市平久里中２２

４番地４ 

野島崎公園 南房総市白浜町白浜６

２３番地１地内 
  
  
  

２  （略） 

 

第３条～第７条  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条  （略） 

 

 （名称及び位置） 

第２条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

 
 

 

野島崎公園 南房総市白浜町白浜６

２３番地１地内 
  
  
  

２  （略） 

 

第３条～第７条  （略） 
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   附 則（抄） 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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